
令和８年３月 

東北防衛局 

 

お 知 ら せ 

 

防衛省では、八戸飛行場に係る第一種区域等の見直しを進めていると

ころ、この度、関係自治体への説明等の所要の手続きを了したことから、

令和８年３月２日に現行の第一種区域等を解除する旨の告示を官報に掲

載しました。 

今般の第一種区域等の見直しにより、現在、防音工事等の対象となって

いる住宅が対象外となりますが、経過措置として、令和９年９月３０日ま

でに住宅防音工事等を希望されれば、従来と同じ内容の防音工事等を実

施することとしております。 

そして、八戸飛行場周辺にお住まいの住民の皆様への周知を図るため、

「東北防衛局コールセンター」を設置するとともに、近日中に別添のパン

フレット（住宅防音工事及び移転対象区域のご案内）を配付し、当局ホー

ムページにも「よくある質問」及び「希望届・パンフレット」等を掲載・

周知していくこととしております。 










